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１．第３次亀山市総合計画について

■計画の名称

「第３次亀山市総合計画」とします。

■計画の構成

「基本構想」市の将来像及びこれを達成するための政策大綱を示すもの。
「基本計画」市域の総合的かつ一体的な整備に必要な方策等を示すもの。
「実施計画」基本計画の具体的な実施に関して策定するもの。

基本構想
（政 策）

基本計画
（施 策）

実施計画
（事務事業）

市の将来都市像（ﾋﾞｼﾞｮﾝ、将来推計人口、
都市空間形成方針等）と政策の大綱

基本構想に基づき、市域の総合的
かつ一体的な整備に必要な方策等
（各分野の取組の方向性）

基本計画を具体化する
ために実施する取組

分野別計画

都市計画 環 境

健康医療

子ども子育て歴史文化

学校教育地域福祉

行財政

地域交通

□□□□

〇〇〇〇
反 映

具体化・補完

整 合

3層構造
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諮問対象



１．第３次亀山市総合計画について

■計画の期間

「基本構想」令和８年度から令和１５年度までの８年間。
「基本計画」前期基本計画：令和８年度から令和１１年度までの４年間。

後期基本計画：令和１２年度から令和１５年度までの４年間。
「実施計画」基本計画と計画期間を同じとする。

総合計画
R７年度
（2025）

R８年度
（202６）

R９年度
（202７）

R10年度
（202８）

R１１年度
（202９）

R１２年度
（20３０）

R１３年度
（20３１）

R１４年度
（20３２）

R１５年度
（20３３）

R１６年度
（20３４）

R１７年度
（20３５）

基本構想

基本計画

実施計画

第2次

後期
計画

次期
総合計画

第3次総合計画 8年間

前期基本計画 ４年間 後期基本計画 ４年間

（前期） ４年間 （後期） ４年間
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２．今後の進め方について

■今後の進め方について

（１１月１０日）

■諮問（重点プロジェクトを除く）
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■基本構想の審議

■意見に対する修正案の報告

【第４回総合計画審議会】 【書面の提出締切】

（１１月１２日 １７：００まで）

■前期基本計画：政策の大綱４～行政経営
の審議

【書面の提出締切】

（１１月１７日）

■基本構想、前期基本計画に係る意見の提出

■提出意見の報告

【第５回総合計画審議会】

（１１月１９日 １７：００まで）

（１１月２７日）
【第７回総合計画審議会】

■提出意見の報告

■総括審議

■前期基本計画：政策の大綱１～３の審議

【第６回総合計画審議会】

（１２月２日）

■答申

■前期基本計画に係る意見の提出

■重点プロジェクトの諮問


